
５．申込

【事業に関するお問い合わせ】
山梨県福祉保健部障害福祉課
ＴＥＬ：０５５－２２３－１４６０ ＦＡＸ：０５５ｰ２２３－１４６４

聴覚障害者と手話通訳者を講師として県から派遣し、手話への

理解促進と手話体験を行う無料の学習会です。

１．対象 県内事業者

４．費用 無料 （会場の確保、設営等に係る経費は申込者の負担となります）

３．時間 １時間程度（応相談）

・聴覚障害者情報センターへ所定の様式にて１ヶ月前までにお申し込みください
・講師派遣決定後、通知が届きます
※休館日(月曜日等)は問い合わせや派遣等の対応ができませんので、ご注意ください

２．内容

【申込先・派遣に関するお問い合わせ】
山梨県立聴覚障害者情報センター
〒４００－０００５ 甲府市北新１－２－１２ 山梨県福祉プラザ１階
ＴＥＬ：０５５－２５４－８６６０ ＦＡＸ：０５５ｰ２５４－８６６５

・手話の歴史やろう者の暮らし
・手話の体験学習
・聴覚障害者の特性理解
※その他希望する内容があれば、申込みの際にご相談ください

手話施策推進法の施行により、事業者の皆様には、職場内で
手話が適切に使用される環境の整備をお願いしています

手話体験学習会開催事業



（目的）
第一条 この法律は、手話がこれを使用する者にとって日常生活及び社会生活を営む上
で言語その他の重要な意思疎通のための手段であることに鑑み、手話の習得及び使用
に関する施策、手話文化の保存、継承及び発展に関する施策並びに手話に関する国民
の理解と関心の増進を図るための施策（以下「手話に関する施策」という。）に関し、
基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、手話に
関する施策の基本となる事項を定めること等により、他の関係法律による施策と相ま
って、手話に関する施策を総合的に推進することを目的とする。

（基本理念）
第二条 手話に関する施策は、次に掲げる事項を旨として行われなければならない。

一 手話の習得及び使用に関する施策を講ずるに当たっては、手話を必要とする者及び
手話を使用する者の意思が尊重されるとともに、手話の習得及び使用に関する必要か
つ合理的な配慮が適切に行われるために必要な環境の整備が図られるようにすること。

二 手話が長年にわたり受け継がれてきたものであり、かつ、手話により豊かな文化が
創造されてきたことに鑑み、手話文化（手話及び手話による文学、演劇、伝統芸能、
演芸その他の文化的所産をいう。以下同じ。）の保存、継承及び発展が図られるよう
にすること。

三 全ての国民が相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資するよ
う、手話に関する国民の理解と関心を深めるようにすること。

（国及び地方公共団体の責務）
第三条 国及び地方公共団体は、前条の基本理念にのっとり、手話に関する施策を総合
的に策定し、及び実施する責務を有する。

（職場における環境の整備）
第九条 国及び地方公共団体は、手話を使用する者を雇用し、又は雇用しようとする事
業主における手話を使用する者が手話を適切かつ円滑に使用することができる職場環
境の整備のための取組が促進されるよう、事業主に対する情報の提供、相談及び助言
その他の必要な施策を講ずるものとする。

手話に関する施策の推進に関する法律参考条文

QRコードから障害者の特性を
学べる動画を視聴できます
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